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●パスワードは、「長く」「複雑に」「使いまわ
さない」ように強化しましょう！名前、電話
番号、誕生日や簡単な英単語等をパスワー
ドには使わないでね！

パスワードを強化しよう！

●古いバージョンのまま放置していると、セキュ
リティ上の問題が解決されず、脆弱性を悪
用したウィルス感染の危険性があります！

●ウィルス対策ソフトのウィルス定義ファイルは
常に最新の状態にしましょう！ 

OSやソフトウェアは
常に最新状態にしよう！

●被害者へのお詫び・損害賠償リスク
●信用失墜による取引停止・顧客流出 
●従業員の士気低下など

漏れたら大変！いろんな
ダメージがありますよ！

令和４年４月より、漏えい等報告・本人通知
の義務化が始まっています。一度個人情報
保護委員会のホームページを確認しておきま
しょう！

個人情報の漏えい等
基本的な対策の徹底
個人情報の漏えい等
基本的な対策の徹底

中小企業・小規模事業者・個人事業主の皆さま
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●漏えい等報告・本人への通知の義務化について
　https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/roueitouhoukoku_gimuka/

参照コンテンツ

●はじめての個人情報保護法～シンプルレッスン～
　https://www.ppc.go.jp/files/pdf/simple_lesson_2022.pdf

令和 4年度中小規模事業者実態調査結果令和 4年度中小規模事業者実態調査結果
●改正個人情報保護法について知らない事業者は約４割
●個人情報保護のために何をしてよいか分からない事業者は約４割
●不正アクセスの主な原因は、「システムの脆弱性」「フィッシングメール」
「セキュリティソフトの未導入」など

社内での個人情報の取扱いの課題は？

●個人情報保護法等の理解不足…38%
●何をしてよいか分からない…36%

●従業員の教育…25%
●情報セキュリティ対策…24%

改正個人情報保護法への対応状況は？

●改正したことや改正内容を知らない…42%
●対応の予定はない…15%

●改正の内容は把握しているが何をしてよい
　か分からない…11%
●1年以内に対応予定…10%

漏えい等報告の義務化を…

●知らなかった…78%
●知っている…18%

漏えい等報告の規程・マニュアル

●今もなく、今後も作成する予定はない…36%
●今はないが、これから作成する予定
　（将来的に実施予定だが、１年以内の予定はない）…36%

現　状


